
令和７年度地方消費者行政に関する先進的モデル事業
（見守りネットワークの活性化）
第１講座 消費生活協力員・協力団体養成基礎講座

弁護士 薬袋真司

見守りネットワーク
サード ステージに突入！

～枠組み作りから見守り活動へのシフト・チェンジ～

2025年（令和7年）9月17日



◆消費者安全確保地域協議会 設置済地方公共団体

消費者庁HPより
2

[2025年８月末日現在]

５５８自治体



消費者庁HPより 3R7.8末時点
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市町村レベルは、R7.6末にようやく３割

R7.3末時点



消費者見守りネットワーク
ファースト ステージからサード ステージへ

平成２６年消費者安全法改正(平成２８年施行)

・令和２年：第４期消費者基本計画策定
・令和２年：地方消費者行政強化作戦２０２０（策定）

セカンド ステージ

・平成２７年：第３期消費者基本計画
・平成２７年：地方消費者行政強化作戦（改定）
・平成２８年：消費者安全の確保に関する基本的な方針改定

ファースト ステージ
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・令和７年：第５期消費者基本計画策定

サード ステージ



第３期消費者基本計画
（平成27年3月24日閣議決定）

第４期消費者基本計画
(令和2年3月31日閣議決定）

…高齢者、障害者、認知症等により判断
力が不十分となった人など消費者被害に
遭いやすい人の見守り活動などを行う消
費者安全確保地域協議会について、計画
期間中に多くの地方公共団体で構築する
ことを目指して、目標を地方消費者行政
強化作戦に盛り込み、地方公共団体を支
援する。
…
地方公共団体の消費者行政担当部署が司
令塔的役割を十分果たすことができるよ
う、庁内連携の推進、相談業務の広域連
携、消費者安全確保地域協議会等につい
て、各地における取組の状況や好事例を
広く共有する。特に、消費者安全確保地
域協議会の見守り活動等の担い手として、
地方の消費者団体が活動できるよう支援
する。

…高齢者、認知症や障害等により判断力
が十分でない人など消費者被害に遭いや
すい人の見守り活動などを行う見守り
ネットワークについて、人口規模にかか
わらず、より多くの高齢者等の消費者が
見守られる体制を構築するとともに、地
域の見守り活動の充実を図ることを目指
して、目標を強化作戦2020に盛り込み、
地方公共団体を支援する。
見守りネットワークでの取組を含め、地
方の消費者行政担当部局や消費生活セン
ターが地方公共団体の関係部局、福祉・
防犯等に関する NPO を始めとする多様
な関係部門・関係者と連携し、中心的役
割を果たすことで、地方における消費者
行政の位置付けを更に高めていく。

ファースト ステージ セカンド ステージ
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地方消費者行政強化作戦（旧強化作戦）

平成27年版消費者白書p198より 7



消費者庁ＨＰより

地方消費者行政強化作戦２０２０
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消費者庁「令和6年度高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会資料」より
9



10消費者庁「地方消費者行政強化作戦2020 政策目標ごとの現状（令和５年度現況調査R5.4.1時点）」より 10



サード ステージ

第５期消費者基本計画（R7.3.18閣議決定）

（３）地域における見守り活動（P25）
高齢化・単身世帯化の更なる進行により、配慮を要する消費者への対応を強化

する必要がある。そのため、消費者安全確保地域協議会（以下「見守りネット
ワーク」という。）の活性化や見守り活動の充実を地域の実情に応じて促進する。
その際、消費者行政部局のみならず、福祉42、教育、防災部局など地方公共団体
の関連する部局、警察、地域包括支援センター等との連携や、消費生活協力団体、
消費者団体、福祉関係事業者・団体、まちづくり・地域づくり活動団体、金融機
関・小売・流通事業者等、更には消費生活協力員や民生委員等の多様な主体の連
携により、人口規模や地理的な環境等を踏まえ、既存のネットワークとの連携を
含め、柔軟かつ重層的な取組を促進する。
消費者庁は、先進的なモデルの創出や優良事例の抽出及びこれらの横展開並び

にガイドラインの充実など制度面の整備や地方公共団体の活動の支援に取り組む。
また、見守り活動の担い手を増やすべく、消費生活協力員・協力団体の養成に取
り組む。こうした取組により、消費者被害の防止に資する情報が必要とされる消
費者に着実に届けられるとともに、被害の発見や消費生活センター等への取次ぎ
による被害の救済に向けたネットワークの構築・強化を促進する。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

42 例えば、重層的支援体制整備事業と見守りネットワークの積極的な連携の促進が重要である…
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サード ステージ

第５期消費者基本計画（R7.3.18閣議決定）

（３）地域における見守り活動（P25）
高齢化・単身世帯化の更なる進行により、配慮を要する消費者への対応を強化

する必要がある。そのため、消費者安全確保地域協議会（以下「見守りネット
ワーク」という。）の活性化や見守り活動の充実を地域の実情に応じて促進する。
その際、消費者行政部局のみならず、福祉42、教育、防災部局など地方公共団体
の関連する部局、警察、地域包括支援センター等との連携や、消費生活協力団体、
消費者団体、福祉関係事業者・団体、まちづくり・地域づくり活動団体、金融機
関・小売・流通事業者等、更には消費生活協力員や民生委員等の多様な主体の連
携により、人口規模や地理的な環境等を踏まえ、既存のネットワークとの連携を
含め、柔軟かつ重層的な取組を促進する。
消費者庁は、先進的なモデルの創出や優良事例の抽出及びこれらの横展開並び

にガイドラインの充実など制度面の整備や地方公共団体の活動の支援に取り組む。
また、見守り活動の担い手を増やすべく、消費生活協力員・協力団体の養成に取
り組む。こうした取組により、消費者被害の防止に資する情報が必要とされる消
費者に着実に届けられるとともに、被害の発見や消費生活センター等への取次ぎ
による被害の救済に向けたネットワークの構築・強化を促進する。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

42 例えば、重層的支援体制整備事業と見守りネットワークの積極的な連携の促進が重要である…
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●地域協議会→活性化や見守り活動の充実にシフト
→数やカバー率についての関心は低くなる※

多様な主体・既存ネットワークとの連携は重視
「柔軟かつ重層的な取組の促進」

●「強化作戦」についての記述がなくなった
→ただし、モデル事業・ガイドラインの充実による支援
何らかの指標が示される可能性はある

●消費生活協力員・協力団体の活用に重点
→従来の計画では明示されていなかった
明示した上で、養成についても言及

●「情報を届け」「被害の発見」「取次ぎ」
→見守り活動の中身を示す（→ネットワークの構築・活性化）

●重層的支援体制整備事業との関係
→注の趣旨は？（重視する趣旨か？）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－ －－－－－－ －－－－－－ －－－－－－

※高齢社会対策大綱（R6.9.13閣議決定）→強化作戦2020の政策目標4-1を確認



第５期消費者基本計画策定後の動き
（交付金との関係）

●R7.6.13骨太方針2025（経済財政運営と改革の基本方針2025）
(6)「世界一安全な日本」の実現（ｐ３３～）

… 地方消費者行政を強化するため、地域見守り活動の活性化や消費生活相談
員の人材確保・育成に資するよう地方消費者行政強化交付金を見直す。…

●R7.6.13 地方創生2.0基本構想（令和７年６月13日閣議決定）
⑨ 地域の防犯力強化と地方消費者行政の充実・強化」（ｐ４８）

消費者問題が高度化・複雑化・広域化する中、被害の未然防止・救済を図るた
め、多様な主体の連携により地域に積極的に出向く見守り活動、人材確保・育成、
広域連携等を進め、地方消費者行政を強化すべく、地方消費者行政強化交付金を
見直す。
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●衆議院・消費者問題に関する特別委員会決議（R7.6.5）
…地方消費者行政の充実・強化に向け…適切な措置を講じるべきである。

５ …人口減少・高齢化の加速、単身世帯の増加、デジタル化等地方消費者行政
を取り巻く環境変化に地方公共団体が適切かつ安定的に対応できるよう、地方
消費者行政強化交付金の仕組みを見直すこと

★ R7.9.1 消費者庁「令和８年度概算要求(交付金関係）説明資料」参照



都道府県の消費者基本計画

14



高齢者の消費者トラブルの概要
年齢別にみた契約当事者年齢別割合

15「2024年度全国の消費生活相談の状況－PIO-NETより－」（R7.8.6 国民生活センター報道発表資料）



高齢者に関する消費生活相談

令和７年版消費者白書より 16



令和７年版消費者白書より 17



認知症等の高齢者に関する消費生活相談件数

18令和７年版消費者白書より



気づく力

断る力 相談する力

※ 細かな知識は必要ではない
※ どの世代にも共通

３つの消費者力
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気づく力

断る力 相談する力

※ 細かな知識は必要ではない
※ どの世代にも共通

３つの消費者力

消費者教育推進会議
「消費者力」育成・強化ワーキングチーム取りまとめ

（令和５年９月）
↓

「鍛えよう、消費者力 気づく・断る・相談する」

20



「見守り」の必要性

（1）高齢化の進展＝高齢者の増加（人口＆比率）

→加齢による判断力が弱まる人も必然的に増加

（2）高齢者を狙う悪質商法＆詐欺

（3）高齢者世帯の状況の変化（一人暮らし等の増加）

★全ての高齢者の判断力が低下しているわけではない
（多数の「元気シニア」の存在）
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厚生労働省「認知症および軽度認知障害（ＭＣＩ）の高齢者数と有病率の将来推計」より
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厚生労働省「認知症および軽度認知障害（ＭＣＩ）の高齢者数と有病率の将来推計」より

【認知症有病者数】

【ＭＣＩ有病者数】
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シニア世代の「３つの不安」（３K)

消費者庁「高めよう！『見守り力』」より
24



高齢者等が相談しにくい心理等

（1）被害に遭っていることに気づかない

（2）被害に遭っているとは認めたくない、プライド、
思い込み

（3）記憶の衰え、恥ずかしい

（4）周りの人に迷惑をかけたくない、家族に怒ら
れる

（5）相談先を知らない

★ 実は どの世代の人にもありうる心理
25



３つの見守り力

伝える力

気づく力

つなぐ力
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３つの見守り力

伝える力

気づく力

つなぐ力
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令和７年度都道府県等消費者行政担当課長会議
「地方消費者行政の充実・強化に向けた取組について」

（令和７年９月）
↓

「高齢者や障がい者等の配慮を要する消費者に対する地
域における見守り活動」

「３つの主な機能」
届け、気づき、つなぐ



３つの見守り力

伝える力

気づく力

つなぐ力
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見守り活動とは？

「お世話」をすること

「気にかける」こと
＋

少しだけ「おせっかい」をすること

※ 家族・知人による見守りも重要
※ チーム・プレーで行うとより効果的
※ 障がい者や若年者等に対する見守りも必要

29



見守り活動のイメージ

日常の伝える活動

情報提供など「伝える」活動
「気づく」ための注意点を意識

異
変
へ
の

気
づ
き

声
か
け

ト
ラ
ブ
ル

の
確
認

消費生活センター
等へ相談

おせっかいをする勇気

配慮ある言葉 同意を求めるなど
家の様子や本人の
行動の変化など

連
携

電話の際にそばにいる
さらには、同行・協力など

30



一般的な見守りと個別的な見守り

■一般的な見守り
→各団体が通常の活動の一環として、消費者トラブルに関する情報を共有
して、各団体の関係者など一般の消費者トラブルの予防・被害の掘り起
こしなどを行うこと
定期的な情報提供・見守り訪問と、緊急の対応とがありうる
より多くの市民の参加が期待される

■個別的な見守り
→「特に配慮が必要な消費者」（特定の消費者）を対象として、持続的に行う
活動のこと
見守り関係者によるケース会議などを通じた対応が必要

★どちらのネットワークを作り、展開しようとしているのか？
★「見守りの方法」を３つに分ける考え方もあります

31



見守りネットワーク

見守りネット
ワーク

消費者 事業者

行 政 地域社会

32



行政にとって

・消費者行政として …消費者の安全の確保
→平成26年改正消費者安全法 H29.4.24依頼

・防犯行政として …特殊詐欺対策など R3.4.7通達

・地域福祉として …地域共生社会 R3.10.1通知
→H29年・R2年改正社会福祉法／地域福祉計画

・「安全・安心なまちづくり」としての意義もある

地域社会にとって

・福祉行政として …権利擁護事業（＋地域共生社会）

→H27.7.10通知
→高齢者虐待防止法27条1項
→介護保険法115条の45・2項2号

33



34

「権利擁護業務（事業）」

権利を侵害され、または、侵害される可能性が高い
高齢者等が、地域で安心して尊厳のある生活ができ
るように、権利侵害の予防や対応を行うこと

虐待の防止・対応

成年後見制度

なお、日常生活自立支援事業（金銭管理）

消費者被害
への対応

生活困窮
への対応
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福祉・介護等と消費者トラブルのかかわり

高齢者虐待防止法27条１項

（財産上の不当取引による被害の防止等）
第二十七条 市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者
等以外の者が不当に財産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引（以
下「財産上の不当取引」という。）による高齢者の被害について、相
談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関
係機関を紹介し、又は高齢者虐待対応協力者に、財産上の不当取引に
よる高齢者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託す
るものとする。

障害者虐待防止法43条１項も同じ



36

福祉・介護等と消費者トラブルのかかわり

介護保険法115条の45 第2項2号

（地域支援事業）
第115条の45 …(省略)…
２ 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、
被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、
要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域
において自立した日常生活を営むことができるよう支援す
るため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うもの
とする。

① …(省略)…
② 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のた
めの事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援
助を行う事業
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長寿社会開発センタ－
『地域包括支援センター運営マニュアル（３訂版）』

消費者問題への対応が、
地域包括支援センターの権利擁護事業の１つとして、

はっきりと書かれています！



H27.7.10通知H29.4.24依頼

38<参考資料１> <参考資料２>
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福祉・介護等と消費者トラブルのかかわり

社会福祉法４条

（地域福祉の推進）
第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊
重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指し
て行われなければならない。

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社
会福祉に関する活動を行う者（以下「地域住民等」とい
う。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住
民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、
経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保
されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

３ 地域住民等は、…



40厚生労働省「地域共生社会のポータルサイト」
より
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R3.10.1通知（地域共生）R3.4.7通達（警察）

41<参考資料３> <参考資料４>



地域福祉計画・地域福祉支援計画に盛り込む！

厚労省「市町村地域福祉計画策定状況等調査結果（令和６年４月１日時点）」より
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地域福祉支援計画（都道府県）
地域福祉計画（市町村）



例えば、大阪では…

44



消費者にとって

・見守られる人にとって、
「権利の擁護」と「自立の支援」（消費者基本法）

・見守る人にとっては、
「消費者市民」(Consumer Citizenship) としての参加
（消費者教育推進法）

・企業の社会的責任(CSR，Corporate Social Responsibility)

（あるいは、企業の社会的貢献〔Corporate Citizenship〕)

事業者にとって

・顧客を消費者トラブルから守る

★見守りへの参加が負担にならないようにすることも重要
（できれば「相乗効果」が得られるような協力関係を！）
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自律的な
意思決定

主体的な
行動

自助 公助共助

権利の主体

消費者の「自立」ってどういうこと？

★海外：Protection and Empowerment
プロテクション エンパワーメント
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自律的な
意思決定

主体的な
行動

自助 公助共助

権利の主体

消費者の「自立」ってどういうこと？

★海外：Protection and Empowerment
プロテクション エンパワーメント

依存先の分散としての自立
（熊谷晋一郎）

関係的自律概念
（Relational Autonomy）
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消費者安全法の３つのパーツ

カモリスト
の提供

安全確保
地域協議会

協力団体
協力員

消費者安全法１１条の２
消費者庁、国民生活センター、警察
等から「特に配慮を要する消費者」
の情報の提供を受ける

消費者安全法１１条の３～６
情報交換や取組についての協議を行
い、構成員が協議に基づいて、見守
り等の取組を行う。

消費者安全法１１条の７・８
委嘱により、住民への情報提供や自
治体への情報提供などの消費者利益
の擁護・増進のための活動を行う。
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カモリスト
の提供

安全確保
地域協議会

協力団体
協力員

見守り活動

独立の仕組み

並存可能
（構成員にもできる）

幅広い参加による
一般的な見守り？

協議会の「協議」
によって異なる

利用するかは任意 協議会がないと
利用できない

49



■消費者安全確保地域協議会
（消費者安全法11条の3）
消費者の利益の擁護及び増進に関連する分野の事務に従事する関係機
関が、消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うために組
織するもの（１項）。
必要なときは、その他の関係者を加えることができる（２項）。

■活動（消費者安全法11条の4）

・必要な情報の交換、消費者安全の確保のための取組に関する協議
・構成員は、協議の結果に基づき、「消費生活上特に配慮を要する消
費者」を見守る等の必要な取組を行う。

・必要に応じて、「消費生活上特に配慮を要する消費者」に関する情
報の提供等を構成員に求める。

■情報の提供（消費者安全法11条の2） …カモリストの提供
…国（消費者庁）、自治体（警察等）、国民生活センターからの情報提供

■秘密保持義務（消費者安全法11条の5）

…罰則がある（消費者安全法53条1項） ⇔協力団体・協力員との相違

消費者安全確保地域協議会とは
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消費者安全確保地域協議会とは

51消費者庁新未来創造戦略本部「見守りネットワークdeつくらネット！」より



■消費生活協力団体・消費生活協力員
（消費者安全法11条の7･1項）
地方公共団体の長から委嘱を受けた民間の団体・個人で、消費者の利益
の擁護又は増進を図るための活動を行う（消費者安全法11条の７・1項）

■活動（同条2項）

・消費者安全の確保に関し住民の理解を深める活動(1号）
・消費者安全の確保のための住民の活動に情報の提供等(2号）
・消費者安全の確保のために必要な情報を地方公共団体に提供すること
等の活動 （3号）
→本人の同意なく個人情報を地方公共団体に提供することができる
（個人情報保護法27条〔第三者提供の制限〕の例外）

・その他消費者安全法施行規則で定めるもの（4号）

■研修（同条３項）

・地方公共団体の長が必要な措置を講ずる努力義務

■秘密保持義務（消費者安全法11条の8）

…違反には罰則はない ⇔地域協議会構成員との相違点

消費生活協力団体／協力員とは
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消費生活協力団体／協力員とは

53消費者庁新未来創造戦略本部「見守りネットワークdeつくらネット！」より




